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定款の一部変更に関するお知らせ 

当社は、平成２９年１月１３日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成２９年２月  

２４日開催予定の第１８６回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせします。 

記  

１．定款変更の目的  

   当社およびグループ会社の事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条に

定める事業目的を追加するものであります。 

２．定款変更の内容 

   変更の内容は、以下のとおりであります。 

(下線は変更部分であります。) 

現 行 定 款 変  更  案 

第２条（目的）当会社は、次の事業を営むことを

目的とする。 

（１）～（１５）＜条文省略＞ 

（１６）日用品雑貨、美術工芸品の販売 

（１７）～（２４）＜条文省略＞ 

＜新  設＞ 

（２５）前各号に付帯若くは関連する事業  

＜新  設＞ 

第２条 ＜現行どおり＞ 

（１）～（１５）＜現行どおり＞ 

（１６）日用品雑貨、家具、寝具寝装品、美術工

芸品の製造、販売 

（１７）～（２４）＜現行どおり＞ 

（２５）保育施設の運営 

（２６）前各号に付帯若くは関連する事業 

（２７）その他適法な一切の事業

３．日程 

  定款変更の為の株主総会開催日  平成２９年２月２４日（予定） 

  定款変更の効力発生日      平成２９年２月２４日（予定）  

以  上 


